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政
府
は
二
月
一
四
日
、「
行
政
手

続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る

法
律
案
」（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
）
を

閣
議
決
定
し
、
国
会
に
提
出
し
た
。

法
案
成
立
後
、
平
成
二
七
年
一
月
か

ら
I
C
チ
ッ
プ
付
番
号
カ
ー
ド
の
順

次
交
付
を
始
め
る
と
し
て
い
る
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
は
、
国
税
庁
や

自
治
体
が
ば
ら
ば
ら
に
管
理
し
て
い

る
情
報
を
個
人
と
法
人
に
番
号
を
割

り
振
っ
て
個
人
情
報
を
一
つ
に
ま

と
め
、
社
会
保
障
と
税
、
防
災
分
野

で
活
用
す
る
。
社
会
保
障
を
受
け
る

人
に
、
よ
り
正
確
な
負
担
や
給
付
を

可
能
に
す
る
と
い
わ
れ
、
年
金
や
医

療
、
介
護
な
ど
異
な
る
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
で
共
通
番
号
を
使
え
ば
各
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
状
況
が
過
去
分
を
含
め

管
理
で
き
る
。
税
分
野
で
は
、
所
得

の
正
確
な
把
握
に
活
用
で
き
、
行
政

の
業
務
効
率
化
に
つ
な
が
る
と
期
待

さ
れ
て
い
る
。
市
町
村
長
が
国
の
法

定
受
託
事
務
と
し
て
、
住
民
票
コ
ー

ド
を
変
換
し
て
得
ら
れ
る
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
（
個
人
番
号
）
を
定
め
、
書
面

に
よ
り
本
人
に
通
知
し
、
盗
用
や
漏

洩
等
の
被
害
を
受
け
た
場
合
に
限

り
、
変
更
で
き
る
。
中
長
期
在
留
者
、

特
別
永
住
者
等
の
外
国
人
住
民
も
対

象
だ
。

　
利
用
範
囲
は
法
律
に
規
定
し
、
①

国
・
地
方
の
機
関
で
の
社
会
保
障
分

野
の
事
務
、
国
税
・
地
方
税
の
賦
課

徴
収
、
防
災
等
に
関
わ
る
事
務
②
こ

れ
ら
の
事
務
に
関
わ
る
申
請
・
届
出

等
を
行
う
者
が
事
務
処
理
上
必
要
な

範
囲
③
災
害
時
で
の
金
融
機
関
で
の

利
用
に
限
定
す
る
。

　
年
金
分
野
で
は
、
①
国
民
年
金
、

厚
生
年
金
の
給
付
事
務
②
国
家
公
務

員
共
済
、
地
方
公
務
員
等
共
済
、
私

学
共
済
の
年
金
給
付
事
務
③
確
定
給

付
企
業
年
金
、
確
定
拠
出
年
金
の
給

付
事
務
④
農
業
者
年
金
基
金
の
給
付

事
務
な
ど
に
利
用
。

　
個
人
情
報
を
保
護
す
る
た
め
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
の
収
集
・
保
管
、
フ
ァ

イ
ル
の
作
成
は
禁
止
。
提
供
も
原
則

禁
止
だ
が
、
行
政
機
関
等
の
情
報
提

供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
な
ど
法

律
に
規
定
す
る
も
の
に
限
り
可
能
と

す
る
。

　
個
人
情
報
保
護
対
策
と
し
て
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
を
活
用
し
て
自
宅
の
パ

ソ
コ
ン
か
ら
各
サ
ー
ビ
ス
の
記
録
を

確
認
で
き
る
マ
イ
・
ポ
ー
タ
ル
や
特

定
個
人
情
報
保
護
評
価
の
実
施
、
個

人
番
号
情
報
保
護
委
員
会
の
設
置
、

罰
則
の
強
化
な
ど
が
講
じ
ら
れ
る
。

国
民
年
金
保
険
料
前
納
額
告
示

一
年
現
金
前
納
で
一
七
万
六
、五
七
〇
円

　
厚
生
労
働
省
は
二
月
六
日
、「
国
民

年
金
法
施
行
令
第
七
条
及
び
第
八
条

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
国
民
年
金
の
保
険
料

を
前
納
す
る
場
合
の
期
間
及
び
納
付

す
べ
き
額
の
一
部
を
改
正
す
る
件
」

（
平
成
二
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

四
一
号
）
を
公
布
し
た
。
平
成
二
四

年
三
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
【
六
・

八
面
に
関
連
記
事
】。

基
礎
年
金
国
庫
負
担
二
分
の
一

確
保
、
特
例
水
準
解
消
関
係
の

法
案
を
国
会
に
提
出

　
政
府
は
二
月
一
〇
日
、「
国
民
年
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金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
を
閣

議
決
定
し
、
同
日
付
で
国
会
に
提
出

し
た
。

　
内
容
は
次
の
二
点
。
①
基
礎
年
金

の
国
庫
負
担
に
つ
い
て
、
平
成
二
四

年
度
は
交
付
国
債
の
発
行
に
よ
り
、

二
分
の
一
と
三
六
・
五
％
の
差
額
を

負
担
す
る
②
世
代
間
公
平
の
観
点
か

ら
、
年
金
額
の
特
例
水
準
（
二
・
五

％
）
に
つ
い
て
二
四
年
度
（
二
四
年

一
〇
月
）
か
ら
二
六
年
度
ま
で
の
三

年
間
で
解
消
す
る
。
施
行
日
は
基
礎

年
金
国
庫
負
担
関
係
が
二
四
年
四
月

一
日
、
特
例
水
準
の
解
消
関
係
は
二

四
年
一
〇
月
一
日
。

社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
大
綱
が

閣
議
決
定
さ
れ
る

　
政
府
は
二
月
一
七
日
、
今
年
一
月

六
日
に
閣
議
報
告
さ
れ
た
社
会
保

障
・
税
一
体
改
革
素
案
を
「
社
会
保

障
・
税
一
体
改
革
大
綱
」
と
し
て
閣

議
決
定
し
た
。
当
初
は
与
野
党
協
議

を
行
っ
た
う
え
で
素
案
を
閣
議
決
定

す
る
予
定
だ
っ
た
が
、
自
民
・
公
明

二
七
年
一
月
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
利
用
開
始

Topics

が
協
議
に
応
じ
な
か
っ
た
た
め
、
素

案
そ
の
も
の
を
大
綱
と
し
た
。
三
月

中
旬
に
今
国
会
へ
の
提
出
に
向
け
準

備
を
進
め
る【
二
面
に
関
連
記
事
】。

日
本・ブ
ラ
ジ
ル
、日
本・ス
イ
ス
の

社
会
保
障
協
定
が
発
効

　
国
際
的
な
交
流
が
活
発
化
す
る
な

か
、
企
業
か
ら
派
遣
さ
れ
て
海
外
で

就
労
す
る
場
合
や
、
将
来
を
海
外
で

生
活
す
る
場
合
な
ど
が
年
々
増
加
し

て
い
る
。

　
社
会
保
障
協
定
の
目
的
は
二
つ
あ

る
。
一
つ
は
、
保
険
料
の
二
重
負
担

を
防
止
す
る
た
め
に
、
加
入
す
べ
き

制
度
を
二
国
間
で
調
整
す
る
二
重
加

入
の
防
止
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、

保
険
料
の
掛
け
捨
て
を
避
け
る
た
め

に
、
協
定
を
結
ん
で
い
る
相
手
国
の

年
金
制
度
に
加
入
し
て
い
た
期
間
を

資
格
期
間
に
算
入
し
、
自
国
の
年
金

が
受
給
で
き
る
よ
う
に
す
る
年
金
加

入
期
間
の
通
算
で
あ
る
。

　
二
〇
一
二
年
三
月
一
日
現
在
、
日

本
は
一
四
か
国
と
の
間
で
協
定
を
結

び
発
効
し
て
い
る
。

年
金
の
資
格
取
得
・
確
認
、給
付
に

番
号
カ
ー
ド
を
交
付

C o n t e n t s

4 5〜 国民年金基金広報

加入者のみなさまにご覧になっていただきや
すい場所に、ぜひ掲示してください。

「国民年金基金の受給開始年齢は
変わることはありません。」

6

平成24年度の前納告示より主なものを抜粋し
ました。

平成24年度の前納保険料額

7

会員のみなさま、年金委員のみなさま、実務
者のみなさまが「知っていてよかった！」と
いう情報を掲載します。

「国民年金よくある質問」
「厚生年金よくある質問」

8

市区町村の広報誌にそのままご使用いただけ
る、タイムリーな記事を掲載します。

ご活用ください

市区町村の広報誌（紙）掲載用記事

3

学びの習慣化で結果を出している和歌山西年
金事務所を訪ねた。

頑張る！　年金事務所

和歌山西年金事務所

2

「大綱」をもとに社会保障と税の一体改革の
概要を整理しています。

社会保障と税の一体改革

「社会保障・税一体改革大綱」
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の
機
能
強
化
を
確
実
に
実
施
す
る
と

と
も
に
社
会
保
障
全
体
の
持
続
可
能

性
の
確
保
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
高

齢
化
へ
の
対
応
は
も
ち
ろ
ん
、
私

た
ち
の
子
ど
も
や
孫
の
世
代
へ
の
サ

ポ
ー
ト
を
充
実
さ
せ
、
全
世
代
を
通

じ
た
国
民
生
活
の
安
心
を
確
保
す
る

「
全
世
代
対
応
型
」
社
会
保
障
制
度

の
構
築
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
社
会
保
障
に
要
す
る
費

用
の
主
な
財
源
と
な
る
消
費
税
の
充

当
先
を
、
現
在
の
高
齢
者
向
け
三
経

費
（
基
礎
年
金
、
老
人
医
療
、
介
護
）

か
ら
子
育
て
を
含
む
社
会
保
障
四
経

費
（
年
金
、
医
療
、
介
護
、
子
育
て
）

に
広
げ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
、
社
会
保
障
制
度

の
安
定
財
源
を
確
保
し
、
将
来
世
代

へ
の
負
担
の
先
送
り
を
抑
制
し
、
全

世
代
対
応
型
の
社
会
保
障
を
充
実
さ

せ
る
こ
と
に
な
る
。

目
指
す
べ
き
社
会
と

社
会
保
障
制
度

　「
大
綱
」
で
は
、
目
指
す
べ
き
社

会
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
社

会
保
障
改
革
で
目
指
す
べ
き
社
会

は
、
制
度
が
出
産
・
子
育
て
を
含
め

た
生
き
方
や
働
き
方
に
中
立
的
で
選

択
で
き
る
社
会
、
雇
用
な
ど
を
通
じ

て
参
加
が
保
障
さ
れ
、
だ
れ
も
が
居

場
所
の
あ
る
共
生
の
社
会
、「
分
厚

い
中
間
層
」
が
支
え
る
大
き
な
格
差

の
な
い
社
会
、
子
ど
も
が
家
族
や
社

会
と
関
わ
り
良
質
な
環
境
の
中
で
し

っ
か
り
と
育
つ
社
会
、
支
援
を
必
要

と
す
る
人
の
立
場
に
立
っ
た
包
括
的

な
支
援
体
制
の
構
築
に
よ
り
、
地
域

で
尊
厳
を
持
っ
て
生
き
ら
れ
る
よ
う

な
医
療
・
介
護
の
体
制
が
実
現
し
た

社
会
で
あ
る
。

　
今
回
の
社
会
保
障
改
革
で
は
、
高

齢
化
が
一
層
進
ん
だ
社
会
に
お
い
て

も
、
わ
が
国
が
世
界
に
誇
る
国
民
皆

保
険
・
皆
年
金
を
堅
持
し
た
う
え

で
、
よ
り
受
益
感
覚
が
得
ら
れ
、
納

得
感
の
あ
る
社
会
保
障
を
実
現
す
る

と
と
も
に
、
世
代
間
の
公
平
の
見
地

か
ら
、
社
会
保
障
制
度
を
「
全
世
代

対
応
型
」
へ
と
転
換
す
る
こ
と
に
よ

り
、
就
学
前
、
学
齢
期
、
若
年
層
か

ら
高
齢
期
ま
で
を
通
じ
て
、
一
貫
し

た
支
援
の
実
現
を
目
指
す
も
の
と
さ

れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
世
代

を
問
わ
ず
一
人
ひ
と
り
が
能
力
を
発

揮
し
て
積
極
的
に
社
会
お
よ
び
社
会

保
障
の
支
え
合
い
の
仕
組
み
に
参
画

で
き
、
必
要
な
人
に
必
要
な
サ
ー
ビ

ス
・
給
付
が
適
切
に
行
わ
れ
る
社
会

保
障
制
度
を
構
築
し
、現
役
世
代
、将

来
世
代
に
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制

度
を
引
き
継
ぐ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

社
会
保
障
の
機
能
強
化
の

た
め
の
年
金
制
度

　「
大
綱
」
で
は
以
上
の
よ
う
な
基

本
認
識
の
も
と
に
、
安
心
で
希
望
と

誇
り
が
持
て
る
社
会
の
実
現
を
目
指

し
、
地
域
住
民
に
直
接
接
す
る
地
方

自
治
体
と
の
役
割
分
担
・
連
携
を
図

り
つ
つ
、
社
会
保
障
制
度
改
革
の
推

進
に
全
力
で
取
り
組
み
、
社
会
保
障

の
機
能
強
化
を
図
る
た
め
と
し
て
、

年
金
制
度
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な

点
を
検
討
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
ま
ず
、「
新
し
い
年
金
制
度
の
創

設
」
と
し
て
、「
所
得
比
例
年
金
」

と
「
最
低
保
障
年
金
」
の
組
み
合
わ

せ
か
ら
な
る
一
つ
の
公
的
年
金
制
度

に
す
べ
て
の
人
が
加
入
す
る
新
し
い

年
金
制
度
の
創
設
に
取
り
組
む
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
新
し
い
年
金
制
度
の
創
設

ま
で
に
は
一
定
の
時
間
を
要
す
る
こ

と
、
ま
た
新
し
い
年
金
制
度
の
創
設

を
行
っ
て
も
新
し
い
年
金
制
度
か
ら

の
年
金
給
付
の
み
を
受
給
す
る
者
が

出
て
く
る
に
は
相
当
の
期
間
が
必
要

で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
経
過
的
に

新
制
度
と
旧
制
度
の
両
方
か
ら
年
金

が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、

新
し
い
年
金
制
度
の
方
向
性
に
沿
っ

て
、「
現
行
制
度
の
改
善
」
を
図
る

必
要
が
あ
る
と
い
う
。

社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革

　

現
在
、
政
府
で
は
、
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
を
議
論
し
て
い
る
。

い
ま
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
議
論
が
必
要
な
の
か
、
そ
し
て
ま
た
、
何
の
た

め
の
負
担
な
の
か
、
さ
ら
に
は
、
具
体
的
に
何
を
改
革
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
、
二
月
一
七
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
社
会
保
障
・
税
一
体

改
革
大
綱
」（
以
下
「
大
綱
」）
を
も
と
に
そ
の
概
要
を
整
理
し
て
み
た
い
。

な
ぜ
今
、

改
革
が
必
要
な
の
か

　
国
民
皆
保
険
・
皆
年
金
の
達
成
か

ら
半
世
紀
が
過
ぎ
た
現
在
、
少
子
高

齢
化
が
進
展
し
、雇
用
環
境
の
変
化
、

貧
困
・
格
差
の
問
題
な
ど
、
社
会
が

大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

な
か
、「
安
心
の
支
え
合
い
」
で
あ

る
社
会
保
障
制
度
を
守
り
、
進
化
さ

せ
、
受
け
継
い
で
い
く
た
め
、
社
会

保
障
制
度
そ
の
も
の
を
時
代
の
要
請

に
合
っ
た
も
の
に
変
え
る
こ
と
が
必

要
と
さ
れ
て
い
る
。

　
人
口
構
成
の
変
化
を
み
て
み
る

と
、
高
齢
者
数
は
二
〇
四
〇
年
頃
ま

で
増
加
し
続
け
、
一
人
暮
ら
し
高
齢

進
ん
で
い
く
社
会
に
あ
っ
て
も
、
年

金
、
医
療
、
介
護
な
ど
の
社
会
保
障

を
持
続
可
能
な
も
の
と
す
る
た
め
に

は
、
給
付
・
負
担
両
面
で
、
人
口
構
成

の
変
化
に
対
応
し
た
世
代
間
・
世
代

内
の
公
平
が
確
保
さ
れ
た
制
度
へ
と

改
革
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
一
方
、
社
会
保
障
給
付
費
を
み
て

み
る
と
、
二
〇
一
一
年
の
社
会
保
障

給
付
費
は
一
〇
七
・
八
兆
円
で
、
こ

の
う
ち
年
金
給
付
費
が
五
三
・
六
兆

円
と
ほ
ぼ
半
分
を
占
め
、
医
療
給
付

費
が
三
三
・
六
兆
円
、
福
祉
そ
の
他

の
給
付
費
が
二
〇
・
六
兆
円
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
社
会
保
障
給
付
費
の

主
な
財
源
を
見
る
と
、
保
険
料
の

五
九
・
六
兆
円
、
国
と
地
方
の
公
費

の
三
九
・
五
兆
円
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
社
会
保
障
の
財
源

に
は
、
保
険
料
の
ほ
か
に
多
額
の
公

費
が
使
わ
れ
て
お
り
、
社
会
保
障
の

た
め
の
公
費
は
、
国
の
歳
入
の
大
き

な
部
分
を
占
め
て
い
る
。
そ
し
て
、

者
も
増
加
し
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ

れ
て
い
る
。
二
〇
二
〇
年
に
は
高
齢

化
率
が
三
〇
％
近
く
に
達
す
る
と
見

込
ま
れ
る
な
ど
、
わ
が
国
の
高
齢
化

の
水
準
は
世
界
で
も
群
を
抜
い
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
半
世
紀
前
に
は

六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
一
人
を
お
よ

そ
九
人
の
現
役
世
代
で
支
え
る
「
胴

上
げ
」
型
の
社
会
だ
っ
た
が
、
近
年

で
は
三
人
で
一
人
の
「
騎
馬
戦
」
型

の
社
会
に
な
り
、こ
の
ま
ま
進
む
と
、

二
〇
五
〇
年
に
は
、
国
民
の
四
割
が

高
齢
者
と
な
っ
て
、
高
齢
者
一
人
を

一
・
二
人
の
現
役
世
代
が
支
え
る「
肩

車
」
型
の
社
会
が
到
来
す
る
こ
と
が

見
込
ま
れ
て
い
る
。

　
今
後
、
人
口
構
成
の
変
化
が
一
層

国
の
歳
入
は
、
税
収
四
〇
・
九
兆
円

と
こ
れ
を
上
回
る
四
四
・
三
兆
円
の

国
債
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
の
が
現

状
で
あ
る
。

　
い
ま
や
国
の
一
般
歳
出
に
占
め
る

社
会
保
障
関
係
費
の
割
合
は
五
割
を

超
え
て
お
り
、
税
収
が
歳
出
の
半
分

も
ま
か
な
え
て
い
な
い
現
状
に
照
ら

し
て
み
れ
ば
、
社
会
保
障
関
係
費
の

相
当
部
分
を
将
来
世
代
に
負
担
さ
せ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
い
ま
を
生
き

る
世
代
が
享
受
す
る
社
会
保
障
給
付

に
つ
い
て
、
給
付
に
見
合
っ
た
負
担

を
確
保
し
な
い
ま
ま
そ
の
負
担
を
将

来
世
代
に
先
送
り
し
続
け
る
こ
と

は
、
社
会
保
障
の
持
続
可
能
性
確
保

の
観
点
か
ら
も
、
財
政
健
全
化
の
観

点
か
ら
も
困
難
で
あ
る
。

何
の
た
め
の
負
担
な
の
か

　
今
回
の
改
革
は
、第
一
義
的
に
は
、

こ
れ
ら
の
状
況
変
化
を
踏
ま
え
て
、

国
民
の
自
立
を
支
え
安
心
し
て
生
活

が
で
き
る
社
会
基
盤
を
整
備
す
る
と

い
う
社
会
保
障
の
原
点
に
立
ち
返
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
社
会
保
障
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『
学
び
』
の
習
慣
化
に
よ
っ
て

一
歩
、
二
歩
で
も
レ
ベ
ル
を
あ
げ
る

年金事務所
　
和
歌
山
西
年
金
事
務
所
の
東
に
こ
ん
も
り
と
し
た
森
が
見
え
る
。
秋
葉
山
公
園
と
い
っ
て

市
民
の
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
る
。
織
田
信
長
が
紀
州
を
攻
め
た
と
き
、
雑
賀
衆
は
こ
の
山
上

に
城
を
構
え
て
防
戦
し
た
と
い
う
伝
え
が
あ
る
。
近
く
に
は
紀
三
井
寺
も
あ
り
、和
歌
浦
、片

男
波
と
い
っ
た
由
緒
あ
る
名
前
が
地
名
や
保
育
所
の
名
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
年
金
事
務
所
と

な
っ
て
和
歌
山
西
事
務
所
は
ど
の
よ
う
な
歴
史
を
切
り
開
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

だ
ら
け
で
す
」
と
強
調
す
る
。

　「
子
ど
も
が
友
達
に
『
お
前
の
オ

ヤ
ジ
・
オ
フ
ク
ロ
は
す
ご
い
な
』
と

い
わ
れ
た
い
と
思
う
気
概
と
知
的
好

奇
心
が
強
く
な
る
と
、
潜
在
力
と
相

ま
っ
て
、
も
っ
と
成
長
し
て
行
け
る

と
思
い
ま
す
」
と
も
語
る
。

　
和
歌
山
西
事
務
所
の
管
轄
地
域
は

市
町
村
と
の
関
係
も
良
好
だ
し
、
地

域
住
民
の
連
帯
感
も
色
濃
く
残
っ
て

お
り
、
全
国
の
年
金
事
務
所
の
な
か

で
も
恵
ま
れ
た
環
境
に
あ
る
と
い
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
岸
本
さ
ん
は
そ
ん
な
環
境
に
甘
ん

じ
る
こ
と
な
く
、
人
材
育
成
・
人
材

開
発
に
余
念
が
な
い
。
岸
本
さ
ん
の

願
い
は
一
人
一
人
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ

は
も
ち
ろ
ん
「
組
織
・
チ
ー
ム
と
し

て
『
学
び
』
の
習
慣
化
に
よ
り
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
に
満
ち
溢
れ
た
常
勝
成
果

集
団
の
育
成
を
す
る
」こ
と
な
の
だ
。

い
、
事
務
所
へ
の
過
度
の
集
中
を
避

け
る
こ
と
に
し
た
。

　
出
張
相
談
の
時
間
も
で
き
る
だ
け

短
縮
す
る
た
め
「
あ
ら
か
じ
め
相
談

内
容
と
基
礎
年
金
番
号
を
聞
い
て
お

き
ま
す
」
と
い
う
。
こ
れ
な
ら
時
間

短
縮
だ
け
な
く
、
よ
り
正
確
な
年
金

相
談
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
和
歌

山
西
年
金
事
務
所
の
管
轄
は
二
市
四

町
だ
が
、
事
務
所
が
和
歌
山
市
内
に

存
在
す
る
た
め
、
出
張
年
金
相
談
は

地
域
住
民
に
好
評
と
言
う
。

　
昭
和
五
三
年
に
東
西
に
分
割
さ
れ

る
前
の
和
歌
山
社
会
保
険
事
務
所
に

採
用
さ
れ
た
福
田
富
茂
副
所
長
は
、

年
金
事
務
所
全
体
の
掌
握
に
心
を
配

る
。「
な
ん
と
い
っ
て
も
チ
ー
ム
プ

レ
ー
が
肝
心
で
す
。『
和
を
以
っ
て

貴
し
と
な
す
』で
取
組
ん
で
い
ま
す
」

と
職
員
の
和
を
強
調
す
る
。
事
務
所

内
だ
け
で
な
く
第
三
者
委
員
会
や
厚

生
年
金
基
金
な
ど
幅
広
く
意
識
す
る

こ
と
が
大
事
と
い
う
。
県
内
の
三
年

金
事
務
所
の
副
所
長
、
事
務
セ
ン
タ

ー
記
録
審
査
グ
ル
ー
プ
と
は
情
報
交

換
を
密
に
す
る
こ
と
を
心
が
け
て
い

る
。

　
山
本
伸
子
国
民
年
金
課
長
は
昭
和

五
九
年
に
和
歌
山
東
社
会
保
険
事
務

所
の
国
民
年
金
課
に
採
用
さ
れ
た
。

今
回
の
課
長
就
任
で
「
国
民
年
金
は

二
〇
数
年
ぶ
り
で
す
」
と
語
る
。
日

常
の
業
務
は
行
動
計
画
に
も
と
づ
い

て
粛
々
と
進
め
て
い
る
が
市
場
化
テ

ス
ト
で
業
者
に
業
務
を
委
託
す
る
こ

と
に
つ
い
て
は
「
も
ど
か
し
さ
を
感

じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
」と
率
直
だ
。

市
町
村
と
の
関
係
は
良
好
で
所
得
情

報
も
ス
ム
ー
ス
に
取
得
で
き
る
。
督

促
状
を
出
し
て
も
反
応
は
早
く
「
地

域
的
に
恵
ま
れ
て
い
る
と
思
い
ま

す
」
と
い
う
こ
と
だ
。

　
高
尾
昌
人
厚
生
年
金
適
用
調
査
課

長
は
五
五
年
の
田
辺
社
会
保
険
事
務

所
採
用
。
適
用
対
策
に
つ
い
て
尋
ね

人
材
が
そ
ろ
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
「
若
い
人
に
は

ど
ん
ど
ん
外
へ
出
て
い
ろ
ん
な
経
験

を
し
て
も
ら
い
た
い
。
短
期
的
に
は

人
材
流
出
は
事
務
所
に
と
っ
て
は
損

失
で
す
が
、
大
局
的
に
見
れ
ば
組
織

と
し
て
は
利
益
に
な
り
ま
す
。
な
に

よ
り
本
人
に
と
っ
て
は
世
界
観
・
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
が
拡
が
り
、
い
い
こ
と

　
事
務
所
幹
部
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
最

初
に
登
場
し
た
の
は
、
平
成
三
年
和

歌
山
東
社
会
保
険
事
務
所
採
用
で

「
管
理
職
は
こ
こ
が
は
じ
め
て
」
の

濱
口
昌
純
お
客
様
年
金
相
談
室
長
。

こ
れ
か
ら
出
張
年
金
相
談
と
い
う
こ

と
で
ト
ッ
プ
バ
ッ
タ
ー
を
務
め
て
も

ら
っ
た
。
濱
口
さ
ん
が
心
が
け
て
い

る
の
は
年
金
制
度
そ
の
も
の
だ
け
で

な
く
そ
れ
か
ら
派
生
す
る
多
岐
に
わ

た
る
相
談
を
お
客
様
の
立
場
に
立
っ

て
さ
ば
い
て
い
く
こ
と
だ
。

　
ひ
と
つ
に
は
「
年
金
額
が
い
く
ら

以
下
だ
っ
た
ら
健
保
の
扶
養
の
対
象

と
な
る
か
」
な
ど
社
会
保
険
全
般
に

わ
た
る
知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
、

も
う
ひ
と
つ
は
混
雑
を
避
け
る
た

め
、
相
談
の
ピ
ー
ク
を
分
散
さ
せ
る

こ
と
だ
。
空
い
て
い
る
時
間
帯
を
あ

ら
か
じ
め
お
知
ら
せ
す
る
一
方
、
市

町
村
へ
の
出
張
相
談
も
積
極
的
に
行

　
民
間
出
身
の
年
金
機
構
の
職
員
は

社
会
保
険
庁
出
身
者
に
は
な
い
多
彩

な
経
歴
を
持
っ
て
い
る
人
が
多
い
。

今
回
訪
問
し
た
和
歌
山
西
年
金
事
務

所
の
岸
本
誠
所
長
も
そ
の
ひ
と
り
。

岸
本
さ
ん
は
大
手
婦
人
肌
着
メ
ー
カ

ー
に
二
八
年
間
勤
め
た
後
、
希
望
退

職
に
応
じ
て
友
人
と
人
材
派
遣
会
社

を
立
ち
上
げ
た
。

　
な
ぜ
人
材
派
遣
か
と
い
う
と
岸

本
さ
ん
は
肌
着
メ
ー
カ
ー
時
代
、

二
十
八
年
の
約
半
分
を
香
港
と
マ
ニ

ラ
支
店
で
過
ご
し
、
と
く
に
マ
ニ
ラ

で
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
女
性
が
メ
イ
ド

や
看
護
師
と
し
て
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ

ダ
、
香
港
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
な
ど
で

高
い
評
価
を
得
て
い
る
こ
と
に
着

目
、
少
子
高
齢
化
が
続
く
日
本
に
お

い
て
も
、
海
外
の
労
働
力
が
必
要
に

な
っ
て
く
る
時
代
が
必
ず
来
る
と
読

ん
だ
の
だ
。

今
に
生
き
る
民
間
の
経
験

　
こ
の
読
み
は
経
済
連
携
協
定
に
よ

っ
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

か
ら
看
護
師
、
介
護
福
祉
士
を
受
け

入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
も

明
ら
か
な
よ
う
に
、
筋
と
し
て
は
全

く
正
し
か
っ
た
の
だ
が
、
時
期
が
悪

か
っ
た
。
会
社
を
設
立
し
て
か
ら
ほ

ど
な
く
訪
れ
た
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク

に
よ
っ
て
岸
本
さ
ん
の
夢
も
会
社
ご

対
に
達
成
す
る
こ
と
」。
事
実
こ
の

事
務
所
の
国
民
年
金
保
険
料
の
収
納

率
は
「
五
月
、
六
月
の
二
か
月
だ
け

で
す
が
全
国
一
に
な
り
ま
し
た
」
と

い
う
し
、
収
納
率
は
昨
年
、
本
年
と

前
年
比
プ
ラ
ス
が
続
い
て
お
り
、
二

年
連
続
プ
ラ
ス
達
成
も
目
前
、「
小

規
模
事
務
所
で
す
が
、
結
果
を
出
す

事
が
職
員
の
自
信
と
主
体
的
・
積
極

的
姿
勢
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
」
と

岸
本
さ
ん
。

　
保
険
庁
時
代
は
ど
ち
ら
か
と
い
う

と
社
会
保
険
事
務
局
内
つ
ま
り
は
県

内
だ
け
を
見
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た

が
、
機
構
に
な
っ
た
ら
ブ
ロ
ッ
ク
そ

し
て
全
国
が
異
動
の
対
象
に
な
る

し
、
全
国
の
事
務
所
が
い
い
意
味
で

の
競
争
相
手
な
の
だ
。

　
そ
ん
な
な
か
で
瞬
間
風
速
と
は
い

え
全
国
一
位
と
な
る
の
は
「
職
員
も

め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
気
分
い
い
！
と
な
る

わ
け
で
す
」
と
岸
本
さ
ん
。
肌
着
を

売
っ
て
い
て
も
代
金
を
回
収
し
て
は

じ
め
て
商
売
は
完
結
す
る
。
年
金
も

保
険
料
の
徴
収
が
な
け
れ
ば
そ
も
そ

も
制
度
が
成
立
し
な
い
。
肌
着
を
売

る
の
も
保
険
料
を
徴
収
す
る
の
も
岸

本
さ
ん
に
と
っ
て
原
理
は
同
じ
と
い

う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

も
っ
と
知
的
好
奇
心
を

　
岸
本
さ
ん
が
和
歌
山
西
年
金
事
務

所
に
来
て
思
う
の
は
「
職
員
が
本
当

に
真
摯
だ
し
、
潜
在
力
の
あ
る
い
い

と
つ
い
え
て
し
ま
っ
た
。

　
岸
本
さ
ん
は
「
夢
は
あ
き
ら
め
て

い
ま
せ
ん
。
機
構
で
六
五
歳
ま
で
勤

め
上
げ
た
ら
再
挑
戦
し
ま
す
」
と
笑

う
が
、
人
材
派
遣
会
社
の
経
験
が
労

働
法
規
・
会
社
法
の
知
識
や
衛
生
管

理
士
の
資
格
、
人
材
開
発
へ
の
造
詣

と
し
て
今
の
仕
事
に
生
か
さ
れ
て
い

る
し
、
香
港
で
は
支
店
の
ナ
ン
バ
ー

ツ
ー
、
マ
ニ
ラ
で
は
支
店
長
と
し
て

の
経
験
が
、
組
織
運
営
力
、
と
し
て

今
の
仕
事
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。

　
岸
本
さ
ん
は
二
一
年
九
月
に
京
都

府
の
上
京
社
会
保
険
事
務
所
に
謝
金

職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
、
社
会
保
険

大
学
校
で
の
研
修
を
経
た
後
、
二
二

年
一
月
、
民
間
管
理
職
経
験
者
募
集

の
四
期
生
と
し
て
正
式
に
採
用
さ
れ

た
。

　
和
歌
山
西
年
金
事
務
所
に
配
属
が

決
ま
っ
た
と
き
、
和
歌
山
社
会
保
険

事
務
局
の
当
時
の
総
務
課
長
に
「
ち

ゃ
ん
と
や
っ
た
ら
絶
対
に
結
果
の
出

る
事
務
所
だ
か
ら
」
と
言
わ
れ
た
岸

本
さ
ん
だ
が
、「
来
て
み
た
ら
そ
の

通
り
で
し
た
」
と
語
る
。
右
腕
、
左

腕
と
な
る
信
頼
で
き
る
レ
ベ
ル
の
高

い
部
下
ば
か
り
だ
っ
た
と
い
う
。

数
字
は
絶
対
に
達
成

　
岸
本
さ
ん
が
心
が
け
て
い
る
の
は

「
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
し
た
数
字
は
絶

和
歌
山
西
年
金
事
務
所（
和
歌
山
県
）

る
と
「
こ
つ
こ
つ
地
道
に
や
っ
て
い

く
し
か
な
い
で
す
ね
」と
い
う
答
え
。

適
用
対
策
に
奇
策
や
奇
手
は
な
い
と

い
う
こ
と
だ
。
課
内
は
昨
年
一
〇
月

に
ベ
テ
ラ
ン
の
異
動
、
本
年
一
月
に

『
お
め
で
た
』
に
よ
る
育
児
休
暇
取

得
者
が
あ
り
、
バ
タ
バ
タ
の
状
況
だ

が
「
一
致
団
結
し
て
や
っ
て
い
く
し

か
あ
り
ま
せ
ん
」
と
き
っ
ぱ
り
。

　
山
本
陽
一
厚
生
年
金
徴
収
課
長
は

六
三
年
田
辺
社
会
保
険
事
務
所
の
採

用
。
景
気
が
長
く
低
迷
し
て
い
る
た

め
徴
収
課
長
と
し
て
は
頭
の
痛
い
と

こ
ろ
。「
長
期
の
滞
納
と
な
ら
な
い

た
め
に
も
初
期
の
対
応
が
重
要
で

す
。
事
業
主
に
い
か
に
こ
ち
ら
を
向

い
て
も
ら
う
か
が
智
恵
の
絞
り
ど
こ

ろ
で
す
」
と
語
る
。「
課
の
所
帯
が

小
さ
い
の
で
逆
に
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
が

取
れ
て
い
る
の
が
強
み
で
す
」
と
山

本
さ
ん
。

　
ノ
ミ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
「
な
か
っ

た
ら
寂
し
い
で
す
ね
。
月
に
一
回
は

あ
っ
た
ほ
う
が
」
と
に
っ
こ
り
。

ノ
ミ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
必
要
だ



国
民
年
金
基
金
の
受
給
開
始
年
齢
に
つ
い
て

●
国
民
年
金
基
金
は
、
国
が
行
う
国
民
年
金
（
老
齢
基
礎
年
金
）
に
上
乗
せ
給
付
を
す
る

年
金
［
上
乗
せ
年
金
］、
老
齢
基
礎
年
金
の
支
給
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
の
間
を
つ
な
い
で

給
付
を
行
う
年
金
［
つ
な
ぎ
年
金
］
で
す
が
、
い
わ
ば
契
約
に
よ
り
加
入
す
る
年
金
で

あ
り
、
国
民
年
金
を
運
営
す
る
政
府
と
は
別
の
国
民
年
金
基
金
が
運
営
し
て
い
ま
す
。

●
国
民
年
金
基
金
の
支
払
い
に
つ
い
て
は
、
国
民
年
金
基
金
及
び
国
民
年
金
基
金
連
合
会

の
規
約
に
お
い
て
、
Ａ
型
、
Ｂ
型
、
Ⅰ
型
及
び
Ⅱ
型
は
6
5
歳
誕
生
月
の
翌
月
分
か

ら
、
Ⅲ
型
、
Ⅳ
型
及
び
Ⅴ
型
は
6
0
歳
誕
生
月
の
翌
月
分
か
ら
と
定
め
て
い
ま
す
。

●
国
民
年
金
基
金
は
、
こ
の
受
給
開
始
年
齢
を
前
提
と
し
て
掛
金
額
を
設
定
し
、
掛
金
を

積
み
立
て
こ
れ
を
財
源
と
し
、
年
金
を
支
給
す
る
財
政
方
式
［
積
立
方
式
］
を
採
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
財
政
方
式
は
、
国
民
年
金
の
財
政
方
式
［
賦
課
方
式
］
と
は
異
な
り
ま
す
。

●
し
た
が
っ
て
、
仮
に
将
来
、
国
民
年
金
の
受
給
開
始
年
齢
が
変
更
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と

が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
伴
い
国
民
年
金
基
金
の
受
給
開
始
年
齢
が
変
わ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

国民年金基金の

受給開始年齢は、

変わることはありません。

国
民
年
金
基
金

検
索



国
民
年
金
基
金
の
受
給
開
始
年
齢
に
つ
い
て

●
国
民
年
金
基
金
は
、
国
が
行
う
国
民
年
金
（
老
齢
基
礎
年
金
）
に
上
乗
せ
給
付
を
す
る

年
金
［
上
乗
せ
年
金
］、
老
齢
基
礎
年
金
の
支
給
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
の
間
を
つ
な
い
で

給
付
を
行
う
年
金
［
つ
な
ぎ
年
金
］
で
す
が
、
い
わ
ば
契
約
に
よ
り
加
入
す
る
年
金
で

あ
り
、
国
民
年
金
を
運
営
す
る
政
府
と
は
別
の
国
民
年
金
基
金
が
運
営
し
て
い
ま
す
。

●
国
民
年
金
基
金
の
支
払
い
に
つ
い
て
は
、
国
民
年
金
基
金
及
び
国
民
年
金
基
金
連
合
会

の
規
約
に
お
い
て
、
Ａ
型
、
Ｂ
型
、
Ⅰ
型
及
び
Ⅱ
型
は
6
5
歳
誕
生
月
の
翌
月
分
か

ら
、
Ⅲ
型
、
Ⅳ
型
及
び
Ⅴ
型
は
6
0
歳
誕
生
月
の
翌
月
分
か
ら
と
定
め
て
い
ま
す
。

●
国
民
年
金
基
金
は
、
こ
の
受
給
開
始
年
齢
を
前
提
と
し
て
掛
金
額
を
設
定
し
、
掛
金
を

積
み
立
て
こ
れ
を
財
源
と
し
、
年
金
を
支
給
す
る
財
政
方
式
［
積
立
方
式
］
を
採
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
財
政
方
式
は
、
国
民
年
金
の
財
政
方
式
［
賦
課
方
式
］
と
は
異
な
り
ま
す
。

●
し
た
が
っ
て
、
仮
に
将
来
、
国
民
年
金
の
受
給
開
始
年
齢
が
変
更
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と

が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
伴
い
国
民
年
金
基
金
の
受
給
開
始
年
齢
が
変
わ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

国民年金基金の

受給開始年齢は、

変わることはありません。

国
民
年
金
基
金

検
索
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「年金図書」平成24年度改訂のご案内 好評発売中好評発売中

Vol.1　老齢年金－加入と請求手続き Ｂ5判　定価1,050円（本体1,000円＋税）
Vol.2　老齢年金－年金額の計算 Ｂ5判　定価1,260円（本体1,200円＋税）
Vol.3　遺族年金と障害年金 Ｂ5判　定価1,050円（本体1,000円＋税）

年金相談に携わる人を対象に、具体的な相談例を挙げてＱ
（問題）とＡ（解答）および解説を掲載。問題の例文を読み、考
え、かつ解くことで、相談者に的確に答えられるように編集。年
金相談の現場力を自らの力とし、高めることができる問題集。

東京 ☎（03）3252-7901　関西 ☎（06）6765-7836
中部 ☎（052）951-0261　中国 ☎（082）223-2707

A5判　定価4,200円（本体4,000円＋税）A5判　定価2,520円（本体2,400円＋税）

制度の仕組みと給付の受け方を、わか
りやすく、詳しく解説。届出・請求書の様
式は記載例つきで収録。

Ｂ５判　定価2,310円（本体2,200円＋税）

東京都社会保険労務士会 企画　
東京社会保険労務士協同組合 編集
年金相談の心得、国民年金・厚生年金制
度のしくみ、老齢・障害・遺族給付をわかりや
すく解説。Ｑ＆Ａ形式で、詳細な説明により、
より深くポイントが理解できるよう編集。

B5判　定価4,410円（本体4,200円＋税）

国民年金・厚生年金の受給要件・年金
額・諸手続きを図解・記載例などにより、
わかりやすく解説した年金実務書の決
定版。

法律の条文ごとに、関係政令・省令・通
知等を収載し、法令上の根拠、行政解
釈・事務取扱いの全容が体系的にわか
るように編集。

現場力を高める!! 年金相談Ｑ＆Ａ  （平成24年度版） 

年金相談ＡからＺ  （平成24年度版） 

国民年金法総覧  （平成24年4月版） 

年金相談の手引  （平成24年度版） 国民年金ハンドブック  （平成24年度版） 

　
平
成
二
四
年
二
月
六
日
に
公
布
さ
れ
た
国
民
年
金
保
険
料

の
前
納
告
示
（
平
成
二
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
一
号
）

で
は
、
主
な
前
納
額
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
た
。

　
二
月
二
三
日
、
横
須
賀
市
役
所
会

議
室
で
、
神
奈
川
県
湘
南
都
市
国
民

年
金
事
務
連
絡
協
議
会
が
開
催
さ
れ

た
。
こ
の
協
議
会
は
、
神
奈
川
県
湘

南
地
域
の
九
都
市
（
平
塚
、茅
ヶ
崎
、

藤
沢
、
鎌
倉
、
逗
子
、
三
浦
、
南
足

柄
、横
須
賀
そ
し
て
小
田
原
の
九
市
）

の
各
国
民
年
金
担
当
者
で
構
成
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。

　
平
成
二
三
年
度
の
第
二
回
目
と
な

っ
た
今
回
は
、
厚
生
労
働
省
か
ら
国

民
年
金
適
用
収
納
専
門
官
が
講
師
に

招
か
れ
、「
国
民
年
金
に
お
け
る
市

町
村
の
重
要
性
に
つ
い
て
」
と
題
す

る
講
演
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
講

演
の
後
、
免
除
申
請
を
中
心
と
す
る

テ
ー
マ
で
、
参
加
各
市
に
よ
る
業
務

の
取
り
扱
い
に
つ
い
て「
情
報
交
換
」

が
行
わ
れ
た
。

　
講
演
は
、
厚
労
省
が
市
区
町
村
の

国
民
年
金
事
務
を
重
要
視
し
て
い
る

と
い
う
立
場
を
基
調
と
し
て
行
わ
れ

た
。
ま
た
講
演
で
は
、
年
金
制
度
改

革
方
針
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
た
。

制
度
改
革
方
針
そ
の
も
の
は
、
閣
議

決
定
資
料
を
も
と
に
検
討
事
項
が
解

説
さ
れ
、
今
後
も
年
金
制
度
の
周
知

に
つ
い
て
、
市
区
町
村
に
一
層
の
協

力
を
お
願
い
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。

　
全
国
国
民
年
金
都
市
協
議
会
を
は

じ
め
、
市
区
町
村
の
会
議
や
研
修
等

で
は
、
い
つ
も
厚
労
省
や
年
金
機
構

か
ら
情
報
が
届
か
な
い
こ
と
や
不
足

し
て
い
る
こ
と
が
議
題
に
の
ぼ
っ
て

い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
今
回
厚

労
省
か
ら
は
、
今
後
は
情
報
を
共
有

し
て
い
け
る
よ
う
に
し
た
い
と
の
提

案
が
あ
り
、
年
金
確
保
支
援
法
が
今

年
の
一
〇
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
こ
と

も
あ
っ
て
、
事
前
に
研
修
等
を
行
い

た
い
と
の
意
向
も
示
さ
れ
た
。

　
講
演
に
続
く
「
情
報
交
換
」
で
は
、

「
免
除
申
請
に
お
け
る
扶
養
控
除
対

象
者
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
」
を
は

じ
め
四
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
実

際
の
業
務
で
疑
問
に
思
っ
て
い
る
こ

と
や
、
対
応
に
困
っ
て
い
る
こ
と
が

あ
ら
か
じ
め
取
り
上
げ
ら
れ
、
参
加

し
た
各
市
か
ら
、
現
在
の
状
況
や
事

案
へ
の
対
応
が
発
表
さ
れ
た
。

　「
免
除
申
請
書
の
市
長
証
明
日
に

つ
い
て
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
関
し
て

は
、
申
請
書
の
証
明
日
を
い
つ
に
す

る
か
な
ど
、
法
令
順
守
が
必
須
と
さ

れ
る
窓
口
な
ら
で
は
の
疑
問
が
取
り

上
げ
ら
れ
た
。
ま
た
、
免
除
結
果
が

年
金
機
構
か
ら
返
っ
て
く
る
タ
イ
ミ

ン
グ
が
遅
い
た
め
、
多
く
の
市
が

悩
ま
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ

た
。
住
民
か
ら
結
果
の
問
い
合
わ
せ

を
受
け
、
苦
情
を
言
わ
れ
る
の
は
、

市
区
町
村
窓
口
で
あ
る
だ
け
に
、
窓

口
担
当
者
の
切
実
で
大
き
な
悩
み
と

な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
た
。

　
市
区
町
村
か
ら
の
要
望
は
、
全
国

都
市
協
の
よ
う
な
機
会
を
通
じ
て
上

が
っ
て
く
る
の
を
待
つ
こ
と
な
く
、

厚
労
省
や
年
金
機
構
が
み
ず
か
ら
情

報
収
集
し
、
素
早
く
回
答
で
き
る
よ

う
対
応
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

平
成
二
四
年
度
の
前
納
保
険
料
額

神
奈
川
県
湘
南
都
市

国
民
年
金
事
務
連
絡
協
議
会
が
開
催

前納する月
平成24年 平成25年

７月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
前納額 33,310 29,660 25,990 22,320 18,630 14,930 11,210 7,490 3,750

●平成25年３月までの期間のすべての４分の１保険料を現金払いで前納する場合

前納する月
平成24年 平成25年

７月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
前納額 66,540 59,240 51,920 44,570 37,210 29,810 22,400 14,960 7,490

●平成25年３月までの期間のすべての半額保険料を現金払いで前納する場合

前納する月
平成24年 平成25年

７月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
前納額 99,850 88,900 77,910 66,890 55,830 44,740 33,610 22,440 11,240

●平成25年３月までの期間のすべての４分の３保険料を現金払いで前納する場合

前納する月
平成24年

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
前納額 191,010 176,570 162,120 147,620 133,070 118,480 103,840

前納する月
平成24年 平成25年

10月 11月 12月 1月 2月 3月
前納額 89,150 74,410 59,630 44,790 29,910 14,980

●平成25年３月までの期間のすべての保険料を現金払いで前納する場合

前納する月
平成24年

3月 4月 5月 6月
前納額 14,940 11,210 7,490 3,750

●平成24年６月までの期間のすべての４分の１保
険料を現金払いで前納する場合

前納する月
平成24年

3月 4月 5月 6月
前納額 29,830 22,400 14,960 7,490

●平成24年６月までの期間のすべての半額保険料
を現金払いで前納する場合

前納する月
平成24年

3月 4月 5月 6月
前納額 44,770 33,610 22,440 11,240

●平成24年６月までの期間のすべての４分の３保
険料を現金払いで前納する場合

前納する月 平成24年７月から平成24年10月までの月
前納額 22,320

●６月間の４分の１保険料を現金払いで前納する
場合

前納する月 平成24年７月から平成24年10月までの月
前納額 44,570

●６月間の半額保険料を現金払いで前納する場合

前納する月 平成24年７月から平成24年10月までの月
前納額 66,890

●６月間の４分の３保険料を現金払いで前納する
場合

前納する月 平成24年４月及び平成24年10月
前納額 88,860

●６月間の保険料を口座振替で前納する場合

前納する月 平成24年４月
前納額 175,990

●１年間の保険料を口座振替で前納する場合

前納する月 平成24年４月から平成25年３月までの各月
前納額 14,930

●各月の保険料を口座振替で前納する場合

前納する月 平成24年４月
前納額 176,570

●１年間の保険料を現金払いで前納
する場合

前納する月 平成24年４月から
平成24年10月までの月

前納額 89,150

●６月間の保険料を現金払いで前納
する場合

＊４分の３保険料とは４分の１免除を受けた場合、半額保険料とは半額免除を受けた場合、４分の１保険料とは
４分の３免除を受けた場合のことである。
＊単位はすべて円。
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A4判/24頁カラー   定価：189円円（本体180円＋税）
監修： 鈴木 俊男（昭和女子大学講師・一級建築士）

高橋  洋  （ＮＰＯ法人 災害福祉広域支援ネットワーク・サンダーバード理事）

〒101-0047 東京都千代田区内神田 ２-５-３ 児谷ビル 
ＴＥＬ （０３）３２５６-１７１１  ＦＡＸ （０３）３２５６-８９２８ 
http://www.nen-yu.co.jp

いつ起きるかわからない、
いつ起きてもおかしくない。
“その時”に備えて─

地震に備えるポイントが１冊でわかるパンフレット

地震に備える ●平成23年5月発行

地震が起きる前に日頃からこころえておくべき準備から、地震が起
きた時に安全に避難するための方法や応急手当・救命手当、住まい
の防災まで、地震に備えるポイントを網羅しています。 

   
地域住民のための防災対策    
パンフレット＆リーフレット    

   

テーマごとにコンパクトにまとめたリーフレット 

災害のとき！ 
あなたの助けが 
必要な人がいます。
災害時要援護者を守るため
に、日頃の地域交流のあり
方や災害時に要援護者を支
援するポイントを解説。 

グラッときたとき！ 
あなたの家の家具は
倒れませんか？ 
大地震の時の家具類の転倒・
落下を防止するための、自
分でできる対策や安心度を
高める一工夫などを解説。

イザというとき！ 
覚えておきたい 
応急手当と救命手当 
けがや心肺停止などの急病
に対して、病院で治療を受
ける前に施しておきたい応
急手当・救命手当を図解。 

A4判/4頁カラー
定価：42円（本体40円＋税）
監修：高橋  洋 （ＮＰＯ法人  災害福祉広域

支援ネットワーク・サンダーバード理事） 

＊＊名称刷込み（スミ１色）をご希望の場合は、21,000円（税込）で申し受けます。  

ご注文・お問い合わせは─ 

年友企画（株）

07

Q
．�厚
生
年
金
で
は
、
第
三

号
被
保
険
者
期
間
に
つ

い
て
厚
生
年
金
の
分
割

が
で
き
る
仕
組
み
が
あ

る
と
聞
き
ま
し
た
。
こ

れ
に
つ
い
て
教
え
て
く

だ
さ
い
。

具
体
的
な
仕
組
み

　
厚
生
年
金
保
険
法
の
第
七
八
条
の

一
三
で
は
、
被
扶
養
配
偶
者
で
あ
る

第
三
号
被
保
険
者
を
有
す
る
第
二
号

被
保
険
者
が
負
担
し
た
保
険
料
は
、

夫
婦
が
共
同
し
て
負
担
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
基
本
的
認
識
と
す
る
旨

が
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

夫
婦
が
離
婚
し
た
場
合
な
ど
、
年
金

の
分
割
を
す
る
こ
と
が
必
要
な
事
情

に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

厚
生
年
金
を
分
割
す
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
第
三
号
分

割
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　
具
体
的
に
は
、
第
二
号
被
保
険
者

が
納
付
し
た
保
険
料
に
つ
い
て
は
、

納
付
記
録
（
標
準
報
酬
）
を
二
分
の

一
に
分
割
し
、
こ
の
記
録
に
基
づ
い

て
、
夫
婦
そ
れ
ぞ
れ
に
老
齢
厚
生
年

金
の
給
付
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

と
い
う
も
の
で
す
。

　
な
お
、
こ
の
第
三
号
分
割
は
、
第

三
号
被
保
険
者
ま
た
は
第
三
号
被
保

険
者
で
あ
っ
た
人
か
ら
の
請
求
に

よ
っ
て
分
割
が
認
め
ら
れ
、
第
二
号

Ｑ
．�国
民
年
金
の
保
険
料

額
は
ど
の
よ
う
に
し

て
決
ま
る
の
で
す
か
。

教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
平
成
一
六
年
の
年
金
改
正
で
は
、

保
険
料
水
準
固
定
方
式
が
導
入
さ
れ

ま
し
た
。
こ
れ
は
、
最
終
的
な
保
険

料
の
水
準
を
法
律
で
定
め
、
そ
の
負

担
の
範
囲
内
で
給
付
を
行
う
こ
と
を

基
本
と
し
、
少
子
化
等
の
社
会
経
済

情
勢
の
変
動
に
応
じ
て
給
付
水
準
が

自
動
的
に
調
整
さ
れ
る
仕
組
み
を
と

ろ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　
こ
の
保
険
料
水
準
固
定
方
式
に
よ

っ
て
、
国
民
年
金
の
保
険
料
と
厚
生

年
金
保
険
の
保
険
料
率
は
、
そ
れ
ぞ

れ
最
終
保
険
料
水
準
が
固
定
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
、
国
民
年
金
の
最
終
保

険
料
は
、
厚
生
年
金
保
険
の
最
終
保

険
料
水
準
と
の
均
衡
を
図
っ
て
、
一

六
、
九
〇
〇
円
（
平
成
一
六
年
度
価

格
）と
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
、
平
成
一
七
年
度

か
ら
平
成
二
九
年
度
ま
で
の
各
年
度

の
保
険
料
額
が
、
平
成
一
六
年
改
正

時
点
の
価
格
表
示
に
よ
っ
て
法
律
に

定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

（
法
定
保
険
料
額
）。
そ
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
年
度
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
法

定
保
険
料
額
に
そ
の
年
度
の
保
険
料

改
定
率
を
乗
じ
て
得
た
額
が
、
そ
の

年
度
の
保
険
料
額
と
な
る
こ
と
と
さ

れ
ま
し
た
。

保
険
料
改
定
率

　
保
険
料
改
定
率
は
、
平
成
一
七
年

度
に
つ
い
て
は
一
と
し
、
平
成
一
八

年
度
以
後
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
年
度
の
前
年
度
の
保
険
料
改
定
率

に
名
目
賃
金
変
動
率
を
乗
じ
た
率
と

な
り
ま
す
。
こ
の
名
目
賃
金
変
動
率

と
い
う
の
は
、
前
々
年
の
物
価
変
動

率
に
四
年
前
の
年
度
の
実
質
賃
金
変

動
率
（
三
年
前
か
ら
五
年
前
の
実
質

賃
金
変
動
率
の
三
年
平
均
）
を
乗
じ

た
も
の
と
な
り
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
実
際
の
保
険
料
額

は
、
物
価
や
賃
金
の
変
動
に
よ
っ
て

は
法
律
で
定
め
ら
れ
た
保
険
料
額
よ

り
も
高
く
な
っ
た
り
低
く
な
っ
た
り

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
平
成
二
四
年
度
の
法
定
保
険
料
額

は
、
一
五
、
五
四
〇
円
で
す
が
、
物

価
や
実
質
賃
金
の
下
落
で
保
険
料
改

定
率
は
〇
・
九
六
四
と
な
り
、
実
際

の
保
険
料
額
は
一
四
、
九
八
〇
円
と

な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
法
定
保

険
料
額
よ
り
も
実
際
の
保
険
料
額
が

低
く
な
っ
た
例
は
、
こ
れ
ま
で
に
も

平
成
一
九
年
度
、
平
成
二
〇
年
度
、

平
成
二
一
年
度
そ
し
て
平
成
二
三
年

度
に
も
あ
り
ま
し
た
。

　
一
方
、
法
定
保
険
料
額
よ
り
も
実

際
の
保
険
料
額
が
高
く
な
っ
た
例

は
、
平
成
二
二
年
度
に
あ
り
、
法
定

保
険
料
額
は
一
四
、
九
八
〇
円
で
し

た
が
、
保
険
料
改
定
率
が
一
・
〇
〇

八
で
あ
っ
た
た
め
実
際
の
保
険
料
額

は
一
五
、
一
〇
〇
円
と
な
り
ま
し
た
。

＊�「
国
民
年
金
よ
く
あ
る
質
問
」は
、

当
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ

れ
て
い
ま
す（http://www.nenkin.

or.jp/emember/faq_box/

）。会
員

の
み
な
さ
ま
向
け
で
あ
る
こ
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
内
容
を
更
新

し
て
、順
次
掲
載
し
て
い
き
ま
す
。

被
保
険
者
の
同
意
は
必
要
と
し
な
い

も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
離
婚
分
割
で
は
、
当
事
者
間
の
合

意
あ
る
い
は
裁
判
所
の
決
定
に
よ
っ

て
請
求
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で

す
が
、
第
三
号
分
割
で
は
、
第
三
号

被
保
険
者
ま
た
は
第
三
号
被
保
険
者

で
あ
っ
た
人
の
請
求
だ
け
で
、
分
割

が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
第
三
号
分
割
で
は
、
婚
姻
期
間
中

の
第
二
号
被
保
険
者
の
保
険
料
納
付

記
録
（
標
準
報
酬
）
に
限
っ
て
、
被

扶
養
配
偶
者
で
あ
る
第
三
号
被
保
険

者
に
対
し
て
分
割
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
ま
た
、
平
成
二
〇
年
四
月

一
日
前
の
第
三
号
被
保
険
者
期
間

は
、
第
三
号
分
割
の
対
象
と
は
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
第
二
号
被
保
険
者
が
、
婚

姻
期
間
中
の
被
保
険
者
期
間
を
計
算

の
基
礎
と
す
る
障
害
厚
生
年
金
の
受

給
権
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
第

三
号
分
割
の
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

年
金
額
の
改
定
と
決
定

　
第
三
号
分
割
が
行
わ
れ
る
と
、
婚

姻
期
間
に
お
け
る
被
保
険
者
期
間
の

各
月
ご
と
に
、
第
二
号
被
保
険
者
に

つ
い
て
は
標
準
報
酬
月
額
お
よ
び
標

準
賞
与
額
が
二
分
の
一
に
改
定
さ
れ
、

被
扶
養
配
偶
者
に
つ
い
て
は
、
第
二

号
被
保
険
者
の
標
準
報
酬
月
額
お
よ

び
標
準
賞
与
額
の
二
分
の
一
が
標
準

報
酬
月
額
お
よ
び
標
準
賞
与
額
と
し

て
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
第
三
号
分
割
に
よ
っ
て
改
定
ま
た

は
決
定
さ
れ
た
後
の
標
準
報
酬
は
、

将
来
に
向
か
っ
て
の
み
そ
の
効
力
を

有
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
の
で
、
過

去
に
遡
及
し
て
給
付
が
発
生
し
た

り
、
年
金
額
が
改
定
さ
れ
る
こ
と
は

あ
り
得
ま
せ
ん
。

　
被
扶
養
配
偶
者
が
老
齢
厚
生
年
金

の
受
給
権
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
第

三
号
分
割
に
よ
る
標
準
報
酬
の
決
定

が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
決
定
後

の
標
準
報
酬
を
基
礎
と
し
て
年
金
額

が
改
定
さ
れ
ま
す
。
こ
の
年
金
額
の

改
定
は
、
請
求
の
あ
っ
た
月
の
翌
月

か
ら
行
わ
れ
ま
す
。

み
な
し
被
保
険
者
期
間
の
扱
い

　
第
三
号
分
割
に
よ
り
標
準
報
酬
の

分
割
を
受
け
た
期
間
は
、
被
扶
養
配

偶
者
に
と
っ
て
は
厚
生
年
金
保
険
の

被
保
険
者
期
間
で
あ
っ
た
期
間
と
み

な
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
厚
生

年
金
保
険
の
被
保
険
者
期
間
と
み
な

さ
れ
た
期
間
は
、
加
給
年
金
額
の

支
給
要
件
と
な
る
被
保
険
者
期
間

（
二
四
〇
月
）
や
受
給
資
格
期
間
そ

の
も
の
に
は
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
こ
の
厚
生
年
金
保
険
の
被

保
険
者
期
間
と
み
な
さ
れ
た
期
間

は
、
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の

支
給
要
件
と
な
る
被
保
険
者
期
間
や

定
額
部
分
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
被

保
険
者
期
間
、
長
期
加
入
者
の
特
例

の
要
件
と
な
る
被
保
険
者
期
間
、
さ

ら
に
脱
退
一
時
金
の
支
給
要
件
と
な

る
被
保
険
者
期
間
等
に
も
、
算
入
さ

れ
ま
せ
ん
。

第
三
号
分
割
と
離
婚
分
割
と
の
関
係

　
離
婚
分
割
の
請
求
を
行
う
際
、
そ

の
対
象
期
間
に
第
三
号
分
割
の
対
象

と
な
る
期
間
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、

離
婚
分
割
の
請
求
が
あ
っ
た
時
点

で
、
あ
わ
せ
て
第
三
号
分
割
の
請
求

が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

　
そ
の
場
合
、
第
三
号
分
割
に
よ
っ

て
改
定
ま
た
は
決
定
が
行
わ
れ
た
後

の
当
事
者
双
方
の
標
準
報
酬
を
前
提

と
し
て
、
離
婚
分
割
が
行
わ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

国民年金
よくある

質　問

厚生年金
よくある

質　問
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市区町村の
広報誌（紙）
掲載用

ご

活
用　　ください

保
険
料
の
前
納
制
度
と
は

　
国
民
年
金
に
は
、一
定
期
間
の
保
険

料
を
あ
ら
か
じ
め
納
付
で
き
る
仕
組

み
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
保
険
料
の

前
納
制
度
と
い
い
ま
す
。

　
こ
の
保
険
料
の
前
納
制
度
に
は
、

現
金
払
い
に
よ
る
前
納
と
口
座
振
替

に
よ
る
前
納
、
さ
ら
に
口
座
振
替
の

早
割
が
あ
り
ま
す
。

　
前
納
す
る
保
険
料
額
は
、
現
金
に

よ
る
毎
月
納
付
の
保
険
料
額
か
ら
年

四
分
の
複
利
原
価
法
で
割
り
引
か
れ

た
額
が
、
毎
年
の
二
月
上
旬
に
厚
生

労
働
省
か
ら
告
示
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

現
金
払
い
の
前
納

　
保
険
料
の
前
納
は
、
原
則
と
し
て
、

一
年
ま
た
は
半
年
間
を
単
位
と
し
て

行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
現

金
払
い
の
前
納
の
場
合
に
は
、一
年
ま

た
は
半
年
間
を
単
位
と
せ
ず
に
任
意

の
月
か
ら
そ
の
年
度
末
の
三
月
分
ま

で
の
保
険
料
を
前
納
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

　
な
お
、
保
険
料
の
一
部
免
除
を
受

け
て
い
る
人
も
、
保
険
料
を
前
納
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
は
、

免
除
さ
れ
て
い
な
い
保
険
料
、
た
と

え
ば
四
分
の
一
免
除
で
あ
れ
ば
、
免
除

を
受
け
て
い
な
い
四
分
の
三
の
保
険

料
に
つ
い
て
、一
年
分
、
六
か
月
分
、

任
意
の
月
分
か
ら
年
度
末
ま
で
の
分

を
前
納
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
平
成
二
四
年
度
分
の
一
年
間
の
保

険
料
を
現
金
払
い
で
毎
月
納
付
す

る
と
、一
四
、九
八
〇
円
×
一
二
月
＝

一
七
九
、七
六
〇
円
に
な
り
ま
す
が
、

こ
れ
を
現
金
払
い
で
一
年
度
分
前
納

す
る
と
三
、一
九
〇
円
の
割
引
と
な

り
、一
七
九
、七
六
〇
円
―
三
、一
九
〇

円
＝
一
七
六
、五
七
〇
円
と
な
り
ま

す
。

　
ま
た
、
六
か
月
分
の
保
険
料
を
現

金
払
い
で
前
納
す
る
と
七
三
〇
円
の

割
引
と
な
り
、一
年
度
分
の
保
険
料
を

現
金
払
い
で
六
か
月
分
ず
つ
前
納
す

る
と
、一
七
九
、七
六
〇
円
―
七
三
〇

円
×
二
＝
一
七
八
、三
〇
〇
円
と
な
り

ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
保
険
料
の
前
納
制

度
を
利
用
す
る
と
、
有
利
な
割
引
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
現
金
払
い
に
よ
る
保
険
料
の
前
納

の
う
ち
、一
年
前
納
お
よ
び
四
月
～
九

月
分
の
六
か
月
前
納
の
申
込
み
の
締

切
日
は
、
四
月
一
日
か
ら
五
月
一
日
ま

で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

口
座
振
替
に
よ
る
前
納

　
口
座
振
替
に
よ
る
保
険
料
の
前
納

に
は
、一
年
ま
た
は
半
年
間
を
単
位
と

し
て
行
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
口
座
振
替
で
一
年
度
分
の
保
険
料

を
前
納
す
る
と
現
金
払
い
で
の
前
納

の
場
合
よ
り
も
さ
ら
に
割
引
き
さ
れ
、

年
間
で
三
、七
七
〇
円
の
割
引
と
な
り

ま
す
。
ま
た
、
六
か
月
分
の
保
険
料

を
口
座
振
替
で
前
納
し
た
場
合
の
年

間
割
引
額
は
一
、〇
二
〇
円
×
二
＝
二
、

〇
四
〇
円
と
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
口
座
振
替
に
よ
る
保
険

料
の
前
納
の
う
ち
一
年
前
納
お
よ
び

四
月
～
九
月
分
の
六
か
月
前
納
の
申

込
み
の
締
切
日
は
、
二
月
末
日
ま
で

と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
注
意
が
必

要
で
す
。

口
座
振
替
の
早
割

　
保
険
料
の
前
納
に
は
、
現
金
払
い

に
よ
る
前
納
と
口
座
振
替
に
よ
る
前

納
の
ほ
か
に
、
口
座
振
替
の
早
割
が

あ
り
ま
す
。

　
通
常
の
口
座
振
替
の
場
合
に
は
、

毎
月
の
保
険
料
は
翌
月
末
に
引
落
し

と
な
り
ま
す
が
、
口
座
振
替
の
早
割

の
場
合
に
は
、
毎
月
の
保
険
料
が
納

付
期
限
よ
り
一
か
月
早
く
口
座
振
替

さ
れ
、
毎
月
の
保
険
料
が
当
月
中
に

引
落
し
さ
れ
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
の

前
納
割
引
制
度
に
つ
い
て

こ
の
記
事
は
市
区
町
村

の
広
報
誌（
紙
）
に
そ
の

ま
ま
掲
載
し
て
い
た
だ
け
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
記
事
は
当
協
会
の
Ｈ

Ｐ
か
ら
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
と
し
て
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
の
で
、
ご
自

由
に
お
使
い
く
だ
さ
い
。

ご
案
内

何
の
異
存
も
な
い
。
が
、
し
か
し

今
回
の
事
案
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
一
家
は
六
十
代
の
夫
婦
と
三
十

代
の
男
性
と
い
う
構
成
だ
っ
た
と

い
う
。

　
高
齢
単
独
世
帯
で
も
障
害
者
世

帯
で
も
な
い
、
働
き
盛
り
の
世
代

の
男
性
が
い
る
世
帯
で
あ
る
。
一

般
的
に
行
政
が
優
先
的
に
目
配
り

す
る
典
型
例
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
し
か
も
彼
ら
は
当
地
で
住
民
登

録
を
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
と
い

う
。
つ
ま
り
そ
の
自
治
体
に
と
っ

て
公
的
に
把
握
で
き
な
い
人
た
ち

で
あ
る
。

　
さ
ら
に
隣
人
が
民
生
委
員
に
相

談
す
る
こ
と
を
勧
め
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
こ
れ
を
拒
ん
だ
と
も
報
道

さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
そ
の
自

治
体
に
「
見
落
と
し
」
が
あ
っ
た

と
指
摘
す
る
こ
と
は
い
く
ら
何
で

も
酷
で
あ
ろ
う
と
感
じ
る
が
い
か

が
だ
ろ
う
。

　
多
々
益
々
弁
ず
、
と
い
う
言
葉

が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ニ
ー
ズ
に
無

限
に
対
応
で
き
れ
ば
そ
れ
に
越
し

た
こ
と
は
な
い
が
、
現
実
的
に
割

け
る
資
源
に
は
限
り
が
あ
る
。
限

ら
れ
た
中
で
の
優
先
順
位
を
決
め

て
住
民
福
祉
の
向
上
に
努
め
る
の

が
行
政
の
責
任
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
世
帯
に
つ
い

て
水
道
が
止
め
ら
れ
た
と
い
う
情

報
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を

キ
ー
に
何
か
で
き
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
議
論
も
あ
る
。
確
か
に

数
年
前
に
厚
生
労
働
省
か
ら
電
気

な
ど
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
提
供
事
業

者
が
供
給
を
止
め
る
際
に
は
対
象

世
帯
に
福
祉
事
務
所
の
連
絡
先
を

紹
介
す
る
な
ど
、
自
治
体
と
事
業

者
と
の
連
携
を
求
め
る
内
容
の
通

知
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
異
変
は
い
つ
誰
に
起
き
る
か
わ

か
ら
な
い
。
だ
か
ら
行
政
が
そ
れ

に
対
処
す
べ
き
と
い
う
の
な
ら
、

そ
の
異
変
、
つ
ま
り
窮
乏
状
態
や

児
童
虐
待
な
ど
を
予
防
す
る
た
め

に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
情
報
は
行
政

が
把
握
す
べ
し
と
い
う
こ
と
に
行

き
着
く
は
ず
だ
。
当
然
行
政
が
住

民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
侵
入
す
る

こ
と
ま
で
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

　
か
つ
て
あ
っ
た
濃
密
な
地
域
の

ご
近
所
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
行
政
が

代
替
す
る
た
め
に
は
そ
こ
ま
で
覚

悟
し
な
い
と
い
け
な
い
と
思
う

が
、
今
回
の
ケ
ー
ス
で
自
治
体
に

見
落
と
し
が
あ
っ
た
と
主
張
す
る

論
者
は
そ
れ
を
許
容
す
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
疑
問
な
し
と
し
な
い
。

　
首
都
圏
の
あ
る
指
定
都
市
で
一

家
三
人
が
餓
死
し
て
い
る
の
が
発

見
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た
。

　
豊
か
な
国
で
あ
る
は
ず
の
日
本

で
の
餓
死
と
い
う
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ

な
で
き
ご
と
と
し
て
大
き
く
報
道

さ
れ
、
当
該
自
治
体
で
も
こ
れ
を

教
訓
と
し
て
対
応
策
を
検
討
す
る

委
員
会
を
立
ち
上
げ
た
と
い
う
。

　
再
発
防
止
の
た
め
の
い
か
な
る

手
立
て
が
検
討
さ
れ
る
の
だ
ろ
う

か
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
よ

う
な
事
件
を
き
っ
か
け
に
自
治
体

が
そ
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
を

き
め
細
や
か
に
整
備
す
る
と
い
う

基
本
的
な
方
向
性
に
は
も
ち
ろ
ん

行
政
の
守
備
範
囲

市区町村の
広報誌（紙）
掲載用

ご

活
用　　ください

　
座
振
替
の
早
割
で
は
、
年
間
で

六
〇
〇
円
、
月
額
で
五
〇
円
の
割
引

と
な
り
ま
す
。

　
口
座
振
替
の
早
割
は
、
随
時
受
け

付
け
て
い
ま
す
。
な
お
、
従
来
か
ら
口

座
振
替
で
毎
月
納
付
し
て
い
る
場
合

で
も
、
こ
の
口
座
振
替
の
早
割
制
度

に
変
更
す
る
た
め
に
は
、
改
め
て
申

し
込
み
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

前
納
保
険
料
の
還
付

　
保
険
料
を
前
納
し
た
期
間
に
つ
い

て
は
、
そ
の
前
納
し
た
月
が
経
過
す

る
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
月
分
の
保

険
料
が
納
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ

れ
、
そ
の
月
は
保
険
料
納
付
済
期
間

と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
保
険
料
を
前
納
し
た
期
間

が
経
過
し
な
い
う
ち
に
被
保
険
者
の

資
格
を
喪
失
し
た
場
合
や
第
一
号
被

保
険
者
が
第
二
号
被
保
険
者
ま
た
は

第
三
号
被
保
険
者
に
な
っ
た
場
合
に

は
、
そ
の
未
経
過
分
の
期
間
の
前
納

さ
れ
た
保
険
料
は
還
付
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
保
険
料
の
前
納
額
の
告
示

で
は
、
年
度
の
途
中
で
資
格
喪
失
す

る
人
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資

格
喪
失
月
に
応
じ
た
前
納
額
が
示
さ

れ
て
い
ま
す
。
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